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（訂正）「取締役の報酬額の変更及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の

一部訂正について

2021年５月14日に開示いたしました「取締役の報酬額の変更及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関

するお知らせ」の記載内容に一部訂正がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、訂正箇所は下線で表示しております。

１．訂正箇所

・「１．取締役の報酬額の変更について」の金額単位の訂正

２．訂正内容

（訂正前）

１．取締役の報酬額の変更について

当社の取締役の報酬額は、2006 年６月 29 日開催の第 77 回定時株主総会において、年額 240 百

万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とご承認をいただいており

ますが、本株主総会では、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の議案が承認可決される

ことを条件として、監査等委員でない取締役の報酬等の額について年額270万円以内（うち社外取

締役分20百万円以内）、監査等委員である取締役の報酬等の額について年額60百万円以内と設定

することにつき、ご承認をお願いする予定です。

（訂正後）

１．取締役の報酬額の変更について

当社の取締役の報酬額は、2006 年６月 29 日開催の第 77 回定時株主総会において、年額 240 百

万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とご承認をいただいており

ますが、本株主総会では、監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更の議案が承認可決される

ことを条件として、監査等委員でない取締役の報酬等の額について年額270百万円以内（うち社外

取締役分20百万円以内）、監査等委員である取締役の報酬等の額について年額60百万円以内と設

定することにつき、ご承認をお願いする予定です。

以 上


